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第 1 総則 

１ 趣旨   

 

この基準は、建築基準法第５９条の２第１項に基づく総合設計制度（以下「一般型総

合設計」という。）、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第

７８号。以下「マンション建替法」という。）第１０５条第１項に基づく総合設計制度

及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下「長期優

良住宅法」という。）第１８条第１項に基づく総合設計制度の規定に基づき、本市の総

合設計制度による許可に関し必要な基準を定めるものです。 

総合設計制度は、敷地内に日常一般に開放された空地（以下｢公開空地｣という。）を

設けるなどにより、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に容積率の制限

などを緩和できる制度です。 

個々の建築計画の中で、「ちがさき都市マスタープラン」など上位計画との整合を図

りつつ、市街地が抱える様々な課題の改善に資することを条件に、都市計画で規定され

た容積率や高さ等を緩和することにより、高い水準の建築計画による良好な市街地環境

の形成を積極的に誘導していくものです。 
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２ 用語の定義 

この基準における用語の定義は、次に定めるもののほか、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例によ

る。 

(1) 法  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

(2) 政令  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 

(3) 基準建蔽率  法第５３条に規定される建蔽率（％） 

(4) 基準容積率  法第５２条第１項、第２項、第７項及び第９項に規定す

る容積率（％） 

(5) 容積率制限  基準容積率による建築物の容積率制限 

(6) 空地  法５３条に規定する建築面積を除いた敷地の部分 

(7) 空地率  空地面積を敷地面積で除した値に１００を乗じた数値（％） 

(8) 前面道路  敷地に接する法第４２条に規定する道路 

(9) 公開空地  第２ ２に定める空地 

(10) 公開空地等  公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地又はその部分 

(11) 有効公開空地面積  公開空地等の面積に、第２ ２に定める係数を乗じたもの

の合計面積 

(12) 有効公開空地率  有効公開空地面積を敷地面積で除した値に１００を乗じ

た数値（％） 

(13) 道路斜線制限  法第５６条第１項第１号による道路からの建築物の高さ

の制限 

(14) 隣地斜線制限  法第５６条第１項第２号による隣地からの建築物の高さ

の制限 

(15) マンション建替型

総合設計 

 マンション建替法第１０５条第１項に基づく総合設計制

度 

(16) マンション  マンション建替法第２条第１項第１号に規定されるマン

ション 

(17) 要除却認定 

マンション 

 マンション建替法第１０２条第１項の認定を受けたマン

ション 

(18) 建替え  建築物を取り壊し、かつ、当該建築物の敷地若しくはそ

の一部の土地又は当該建築物の敷地の全部若しくは一部

を含む土地に新たに建築物を建てること。 

(19) 長期優良住宅型 

総合設計 

 長期優良住宅法第１８条第１項に基づく総合設計制度 
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第２ 審査基準 

１ 総合設計制度適用の基本方針     

(1) 上位計画との整合 

総合設計制度適用にあたり「茅ヶ崎市総合計画」、「茅ヶ崎都市計画都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針」及び「ちがさき都市マスタープラン」等を踏まえた上

で、当該地区における市街地環境改善等の課題に適切に対応し得る建築計画となるよ

う、次の観点のうち必要な事項に配慮した計画とすること。 

 

①  既成市街地内の公園・緑地、歩道空間の確保 

② 密集市街地における再開発事業の促進 

③ 中心市街地の活性化 

④ 老朽化した共同住宅等の建替による居住環境改善 

⑤ 狭小宅地の共同化、立体化、不燃化による居住環境改善 

⑥ 駅周辺での公共駐輪場・駐車場の確保 

⑦ 地域振興や地区の利便性向上に寄与する施設の整備 

⑧ 住宅・建築物の耐震化 
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(2) 基本目標の実現 

総合設計制度の対象となる建築計画は、法令等に定める都市空間の確保を基調と

し、かつ、次に定める基本目標を具現化すること。 

① 地区の特性や周辺の環境を踏まえた魅力ある景観を形成すること 

② 高齢者や障害者等の円滑な利用に対する配慮がなされていること 

③ 周辺の市街地環境に対し、十分な配慮がなされていること 

④ 計画の規模及び周辺市街地の状況に応じ、公共施設等の機能補完又はこれ 

らの負荷軽減に寄与していること 

⑤ 計画の規模及び周辺市街地の状況に応じた防災、避難設備を有すること 

⑥ 省エネルギー等により負荷軽減が図られていること 

⑦ 計画の規模に応じた駐車・駐輪施設を有すること 

⑧ 敷地内の緑化が図られていること 

⑨ 計画の規模に応じた消防活動に対する配慮がなされていること 

 

 

＜解説＞  

基本目標の実現の具体的指標については、次のとおりとします。 

① 茅ヶ崎市景観計画に適合していること。 

② 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律及び神奈川県みんなのバリ

アフリー街づくり条例に適合すること。 

③ 日照、通風、眺望等に配慮した設計がなされていること。 

④ 計画の規模や周囲の状況により地区の道路、歩道網、街区公園、集会施設といっ

た公共施設等の機能を補完又は負荷を低減する配慮がなされていること。 

⑤ 計画の規模や周囲の状況により防災上有効な空地や備蓄倉庫、上水タンクや調整

池などが設置されていること。 

⑥ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に適合すること。 

⑦ 共同住宅であれば１住戸につき自動車１台、自転車２台分の駐車・駐輪施設を確

保すること。ただし、計画区域の過半が商業地域に属する場合においては、交通

・環境への配慮措置※を講じることにより、駐車施設を１住戸につき自動車０．５

台まで低減できるものとする。なお、事業用施設であれば利用者数に応じた当該

施設が整備されていること。 

 

 

 

 

⑧ ２０％以上緑化が図られていること。 

⑨ 消防本部との協議が整い、かつ、消防活動空地が敷地内に確保されていること。 

※交通・環境への配慮措置の例 

  カーシェアリングシステムを導入する場合には、低減分の住戸数を補う

車両台数を導入するものとする。カーシェアリングシステムの用に供する

車両は２０住戸あたり１台以上とし、電気自動車等の低公害車とする。 
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 ２ 種類別要件及び基準          

(1)一般型総合設計 

ア 基本的要件 

① 適用地域及び敷地規模 

総合設計制度の適用を受けるには、計画建築物の敷地面積が次表（い）欄に掲

げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲げる数値以上であること。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 敷地面積の規模 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域又は 

準工業地域 
２，０００㎡

 

近隣商業地域又は商業地域 １，０００㎡ 

 

② 前面道路の幅員及び接道長 

計画建築物の敷地は、次表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲

げる数値以上の幅員の前面道路に接道すること。また、当該道路に敷地の外周の

長さの７分の１以上接しなければならない。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 道 路 幅 員 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域又は 

準工業地域 
６ｍ

 

近隣商業地域又は商業地域 ８ｍ 

 

③ 敷地内の空地率の最低限度 

計画建築物の敷地内における空地率の最低限度は、当該敷地の基準建蔽率に応

じて、次に掲げる数値を確保すること。 

空地率の最低限度（％） １２０－Ｃ 

Ｃ：基準建蔽率（％） 
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イ 公開空地等 

① 公開空地の定義 

公開空地は、次のａからｅまでのすべてに該当する空地又は空地の部分（空地

又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び空地の利便の向上

に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。 

なお、総合設計建築物の整備と一体的に計画配置される公園、広場等の空地で

次のａからｅまでのすべてに該当するもののうち、事業者の無償譲渡又は無償貸

付けに係るものであって、都市計画決定され、又は地方公共団体により管理され

るもの（以下「公共空地」という。）については、これを公開空地とみなす。 

ａ 歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動 

車が出入りする敷地内の通路を除く。）であること。 

ｂ 最小幅が４メートル以上のものであること。ただし、道路に沿って敷地全長 

（最小限必要な車路のみにより分断されているものは、敷地全長にわたって設

けられているものとみなす。）にわたって設けられ、かつ、歩道状公開空地と

なるものは、最小幅員（屋内にあるものは最小有効幅員）が２メートル以上の

ものであること。 

ｃ 一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、 

次表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲げる数値以上であるこ 

と。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 一の公開空地の面積 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域 

又は準工業地域 
２００㎡

 

近隣商業地域又は商業地域 １００㎡ 

ｄ 全周の８分の１以上が道路（歩道状公開空地を含む。）に接しているもので

あること。ただし、動線上無理のない通り抜け道路を設けたもので、歩行者の

出入りに支障がない場合は、この限りでない。 

ｅ 道路との高低差が、６メートル以内のものであること。ただし、駅舎のコン

コース、横断歩道橋等に連絡する場合等、歩行者の利便に供する場合はこの限

りでない。 
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② 公開空地に準ずる有効な空地 

敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行に専ら供される空

地及び空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池

等及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含

み、非常時以外において自動車が出入りする通路を除く。）で、次のａ又はｂに

該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、③に規定する公

開空地の有効面積に算入できるものとする。 

ａ 中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下 

「中庭等」という。）にあっては、建築物の居住者等のコミュニティ形成の場 

として活用される等適切な利用ができ、修景上良好に設計され、道路からの見 

通しが可能で、適切な規模（少なくとも３００平方メートル以上であること。） 

を有すること。 

ｂ 屋上にあっては、道路に面して設けられており、当該道路からの高さが１２ 

メートル以下、かつ、当該道路の幅員以下のものであって緑化を図るなど修景 

上良好に設計されているものであること。また、その面積については①のｃに 

規定する規模以上であること。 

 

③ 公開空地等の有効面積の算定 

ａ 公開空地等の有効公開空地面積は、次表に掲げる区分に従い、当該公開空地等又 

は公開空地等の部分の面積にイからヘまでに掲げる係数を乗じて算定するものと 

する。 

 区 分 係 数 

イ 

歩道状公開空地（幅が４メートルを超えるものにあっては、

幅が４メートル以内の部分に限る。） 

ただし、商業地域又は近隣商業地域（容積率が３００パーセ

ント以上のものに限る。）内において、歩道との段差がなく、

歩道と合わせた幅員が６メートル以上であり、かつ、隣地との

間に塀等の連続性を妨げる計画のないものについては、最大２

．５の範囲で右記より高い係数とすることができる。 

１．５ 

ロ 
面積が５００平方メートル以上で幅員６メートル以上の道路に

接する公開空地又は公開空地の部分（イに該当するものを除く。） 
１．２ 

ハ 

面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満で幅

員６メートル以上の道路に接する公開空地又は公開空地の部分

（イに該当するものを除く。） 

１．１ 

ニ イ、ロ及びハ以外の公開空地又は公開空地の部分 １．０ 
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ホ 中庭等（公開空地に準ずる有効な空地） ０．５ 

ヘ 屋上（公開空地に準ずる有効な空地） ０．３ 

 

b  次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部 

分の面積に a に規定する係数を乗じて得たものに、次表に掲げる区分に従い、 

イからニまでに掲げる係数を乗じて算定するものとする。 

 区 分 係 数 

イ 

公開空地の道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によって

妨げられるもの（道路の自動車交通量が著しく多い場合等公開空

地が道路に接しないことが当該公開空地の環境上好ましい場合

で、動線上無理のない通り抜け歩路を設けたものを除く。） 

０．５ 

ロ 

公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、そ

の屋上面）の高さが、当該公開空地に接している道路の路面の高

さと比べて１．５メートル以上高いもの又は３メートル以上低い

もの（地形上、道路から連続して高さが変化するもの及び駅舎の

コンコース、横断歩道橋等に連絡するもの等歩行者の利便に供す

るものを除く。） 

０．６ 

ハ 

ピロティ、アーケード等の建築物又は建築物の部分（以下「ピ

ロティ等」という。）によって覆われている公開空地（はり下（

はりがない場合には床版下。以下同じ。）１０メートル以上のも

の又は気象条件等のためピロティ等に覆われていることが公開

空地の環境を向上させるものを除く。） 

(ｲ) はり下５メートル以上 

(ﾛ) はり下２．５メートル以上５メートル未満 

 

 

 

 

 

０．８ 

０．６ 

ニ 

公開空地等の位置、意匠、形態等や公開空地等に面する建築物

又は建築物の部分の意匠、形態等が当該公開空地等の効用を増大

させ、市街地環境の整備改善に特に寄与すると認められるもの。 

１．２ 

 

ｃ 隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一の 

公開空地等とみなして、ａ及びｂの規定を適用することができるものとする。こ 

の場合において、ａ及びｂの規定中「当該公開空地等又は公開空地等の部分の面 

積」とあるのは「当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の部分の面積」と 

する。 
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＜解説＞ 

ａ 表中イの区分において、最大２．５の範囲で１．５より高い係数とできる地域を

市街地環境の整備の改善（歩行者の利便性の向上）を特に必要と認められる駅周辺

に限定しました。 

ｂ 表中ニの区分において、「市街地環境の整備改善に特に寄与する」ものについて

は、個別に判断を要しますが、以下の事例が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画道路や予定道路、都市施設等の築造による場合】 

計画建築物と一体的に築造する計画道路又は予定道路、都市施設等に接す

る公開空地等の部分。 

 【道路交差点部に公開空地等を設ける場合】 

道路交差点部に接する敷地で、その部分に見通しを確保するような形状の

公開空地等の部分。 

【特定施設による場合】 

次のいずれかに適合する特定施設を設けた計画建築物としていること。 

ア 自動車車庫等を設置する建築物 

市街地の適切な高度利用及び敷地内空地の確保と併せて、周辺の路上駐車や

駐輪を解消し、市街地環境の整備改善と道路交通の改善を図るため、まとまっ

た規模の一般公共の用に供される自動車車庫又は駐輪場を設置する建築物で、

茅ヶ崎駅周辺に位置するもの。 

イ 福祉施設等を設置する建築物 

周辺地域の福祉環境の向上に寄与し、バリアフリー法及びみんなのバリアフ

リー街づくり条例に適合する建築物で、保育所、地域育児センター、高齢者又

は障害者が地域で自立して生活していくために必要な支援施設などの福祉施

設等であるもの。この場合、市と協議するなかで周辺地域に不足すると市長が

認めた福祉施設等で、施設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められ

るものに限る。 

ウ 地域施設を設置する建築物 

周辺地域の防災や安全に寄与する施設、省資源に有効な供給処理施設、又は

地域の生活利便の向上に寄与する公益施設等を設置する建築物で、次に掲げる

各施設であるもの。この場合、各施設の内容に応じ必要性の高い地域で計画さ

れており、施設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められるものに限

る。 

ａ 市の支所 

ｂ 防災用備蓄倉庫 

ｃ 消防用水利施設 

ｄ 雨水貯留施設・中水道施設 

ｅ 地域冷暖房施設 

ｆ 鉄道施設の駅舎、開閉所及び変電所 

エ 文化・交流施設等を設置する建築物 

ホール、ギャラリー、集会場等で文化の振興や、都市型交流に寄与すると認

められる施設（不特定多数のものが自由に利用できる施設で、その用途に供す

る部分の床面積が２００平方メートル以上のもの。）を設置する建築物で、施

設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められるもの。 

【その他市長が必要と認めた場合】 

公共の福祉の増進に資する場合で、公益上やむを得ないと認められるもの。 
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ウ 容積率の割増し 

① 有効公開空地率の最低限度 

計画建築物の敷地内における有効公開空地率の最低限度は、当該敷地の基準建

蔽率に応じて、次に掲げる数値を確保すること。なお、有効公開空地率を計算す

る場合の有効公開空地面積の合計には、イ②に規定する公開空地に準ずる有効な

空地について、有効公開空地面積の合計の２分の１を超える部分を算入しないも

のとする。 

有効公開空地率の最低限度（％）＝２０＋(１００－Ｃ)×２/３ 

Ｃ：基準建蔽率（％） 

 

② 容積率の割増し 

許可による容積の割増しに当たって、計画建築物の延べ面積は基準容積率に従

い、次に掲げる方式によって得られる面積以下とすること。 

Ｖ＝Ａ×ｖ｛１＋（Ｓ／Ａ－０．１）×Ｋｉ×Ｋａ｝ 

Ａ ：敷地面積（公共空地がある場合はその面積を含む。） 

Ｓ ：有効公開空地面積の合計 

Ｖ ：割増し後の延べ面積 

ｖ ：基準容積率 

Ｋｉ：下表による割増係数 

基準容積率（ｖ） 割増係数（Ｋｉ） 

１０／１０≦ｖ＜９０／１０ １／３＋（９－ｖ）×１／８×１／３ 

９０／１０≦ｖ １／３ 

Ｋａ：下表による割増係数 

用途地域 敷地面積（Ａ） 割増係数（Ｋａ） 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

５，０００㎡≦Ａ ２ 

Ａ＜５，０００㎡
 

 

※Ａｍｉｎ：２(1)ア表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄

に掲げる敷地面積の規模 

 

③ 容積率の割増しの限度 

②に規定する容積の割増しを行うに当たっては、基準容積率に１．５を乗じた

１＋   Ａ－Ａｍｉｎ   

５，０００－Ａｍｉｎ 
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ものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積と、当該容積率に１０分の２０を加え

たものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積の、いずれか小さいものを限度とす

る。 

 

④ 計画道路がある場合の取扱い 

公開空地が計画建築物の敷地のうち計画道路又は予定道路に係る部分の全部又

は一部にあり、かつ、②に掲げる式によって得られる割増し後の延べ面積（Ｖ）

を計画道路又は予定道路に係る部分の面積を除いた敷地面積で除した数値が、法

第５２条第１項に掲げる数値（建築物の敷地が当該数値の異なる地域又は区域の

２以上にわたる場合においては、当該地域又は区域の当該数値に、その敷地の当

該地域又は区域内にある各部分の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

をいい、以下「指定容積率」という。）を超える場合においては、当該計画建築

物の延べ面積は、②に掲げる式によって得られる面積以下であり、かつ、②の規

定中「敷地面積」とあるのは「敷地面積から計画道路又は予定道路に係る部分の

面積を除いた面積」と、「有効公開空地面積」とあるのは「有効公開空地面積か

ら計画道路又は予定道路に係る部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「基

準容積率」とあるのは「指定容積率」とそれぞれ読み替えて準用する②に掲げる

式によって得られる面積以下とすること。この場合において①の規定中「有効公

開空地面積」とあるのは「有効公開空地面積から計画道路又は予定道路に係る部

分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「敷地面積」とあるのは「敷地面積か

ら計画道路又は予定道路に係る部分の面積を除いた面積」とそれぞれ読み替えて

当該規定を準用する。 
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エ 道路斜線制限等に関する緩和 

① 道路斜線制限及び隣地斜線制限関係 

ａ 道路斜線制限又は隣地斜線制限に係る許可を受けることができる建築物は、

敷地の各辺においてＳｉ´がＳｉ以下であるものとする。この場合において、

Ｓｉ´とは、Ｏｉ（各辺についてその中点から次に掲げる区分に従い、イ又は

ロに掲げる距離だけ外側にある点をいう。）を通る鉛直線上の各点を視点とし

た立面投影面積とし、Ｓｉとは、各辺において法第５６条第１項第１号、第２

号及び第２項の規定によって許容される最大の立面投影面積とする。 

イ 第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域（敷地に第１種中高層住

居専用地域又は第２種中高層住居専用地域が存する部分は、この規定を準用

する。） 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する

距離を加えた距離 

その他の各辺については１６メートルに高さが２０メートルを超える部分

を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち

最小のものに相当する距離を加えた距離 

ロ 近隣商業地域、商業地域又は準工業地域（敷地に工業地域、工業専用地域

又は用途地域の指定のない区域が存する部分は、この規定を準用する。） 

道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加

えた距離 

その他の各辺については１２メートルに高さが３１メートルを超える部分

を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち

最小のものに相当する距離を加えた距離 

ｂ 高さが１００メートルを超える建築物に対する①の規定の適用については、

次のイ、ロ及びハを加えたものをもって①のＳｉ´とする。 

イ 建築物の高さ１００メートル以下の部分の立面投影面積 

ロ 建築物の高さ１００メートルを超え１５０メートル以下の部分の立面投影

面積に２分の１を乗じて得たもの 

ハ 建築物の高さ１５０メートルを超える部分の立面投影面積に３分の１を乗

じて得たもの 

ｃ 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に後退距離に相当する距離を加え

たものが法第５６条第１項別表第３（は）欄に掲げる距離を超える建築物の部

分の立面投影面積は、道路に接する各辺のＳｉ´に含めないものとする。 
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② 北側斜線制限（法第５６条第１項第３号）関係 

敷地内に第１種及び第２種低層住居専用地域、又は第１種及び第２種中高層住

居専用地域が存する場合の北側斜線制限は、原則として緩和しないものとする。 
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オ 建築物の敷地が斜線制限等の高さ制限の異なる地域又は区域の内外に 

わたる場合の措置  

① 斜線制限等の高さの制限 

敷地が法第５６条第１項第１号又は第２号の規定による建築物の高さの制限が

異なる地域又は区域の内外にわたる建築物に対するエ①の規定の適用について

は、敷地の各辺の中点から次の a 又は b に掲げる距離だけ外側にある点をもって

エ①のａのＯｉとし、各辺において法第５６条第１項第１号又は第２号の規定に

よって許容される最大の立面投影面積をもってエ①のａ及びｂのＳｉとする。 

ａ 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加え

た距離 

ｂ その他の各辺については下記の式による数値 

 

Ａ２：１６メートルに高さが２０メートルを超える部分を有する建築物にあ

っては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに

相当する距離を加えた距離の数値 

Ａ３：１２メートルに高さが３１メートルを超える部分を有する建築物にあ

っては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに

相当する距離を加えた距離の数値 

Ｌ１：各辺のうち第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に存

する部分の長さ 

Ｌ２：各辺のうち第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、

第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域に存する部分の長さ 

Ｌ３：各辺のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専

用地域又は用途地域の指定のない区域（以下「非住居系地域」という。） 

に存する部分の長さ 

Ｌ ：各辺の長さ（Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３） 

 

② 斜線制限等の高さの制限の部分適用方式に関する補正 

前項の判定方式のみでは斜線制限等の高さの制限の部分適用方式（建築物の各

部分の高さが当該部分の存する地域又は区域の制限の適用を受ける方法をいう。）

が十分に反映されないことになり、敷地周辺の環境にとって不適当である場合に

は、適切な措置を講ずるものとする。 

例えば、法第５６条第１項第１号又は第２号の規定に係る許可を受ける建築物

が高さ制限の異なる地域又は区域の内外にわたる場合には、建築物の敷地を第１

種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内に存する部分、第１種中高層

住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又

Ｌ 

１６×Ｌ１＋Ａ２×Ｌ２＋Ａ３×Ｌ３ 
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は準住居地域内に存する部分及び非住居系地域内に存する部分に区分し、それぞ

れの部分についてエ①を準用する。この場合において、「各辺」とあるのは、そ

れぞれ「各辺のうち第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内に存

する部分」「各辺のうち第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、

第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域内に存する部分」又は「各辺の

うち非住居系地域内に存する部分」と読み替え、また、Ｓｉとは、当該部分につ

いて法第５６条第１項第１号又は第２号の規定によって許容される立面投影面積

とする。 
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(2)マンション建替型総合設計 

ア 基本的要件 

① 対象建築物及び許可方針等 

ａ 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションであるこ

と。 

ｂ 以下のイ及びロに適合するものであること。ただし、市長が、要除却認定マ

ンションの除却・建替えのために必要と認める場合、地域の特性によりやむを

得ないと認める場合等にあっては、この限りでない。 

(イ) 住宅（デイサービスセンター、保育所等の福祉施設及び近隣住民の日常

生活のために必要な店舗、飲食店等について、市長が地域の状況に応じて

「住宅とみなす日常生活を支える施設」として認めるものの部分を含む。

以下「住宅等」という。）以外の部分（以下「非住宅部分」という。）の

床面積の合計が、要除却認定マンションの非住宅部分の床面積の合計より

増加しないこと。ただし、住宅等の部分の床面積の合計が増加する場合は、

この限りでない。 

（ロ） 非住宅部分の床面積の合計が、基準容積率の算定の基礎となる延べ面積

を超えないこと。 

ｃ 要除却認定マンションの敷地に比べて著しく大きい隣地を取り込んだ建替

え、要除却認定マンションの敷地を細分化した建替え、マンションに該当しな

い建築物をマンションに変更した上で行う建替え等に係る許可については、市

長が要除却認定マンションの除却・建替えのために必要と認める範囲で行うも

のであること。 

ｄ 要除却認定マンションの除却・建替えを促進する観点から許可を行うため、

原則として、要除却認定マンションが現に存する時点で許可の事前協議がなさ

れているものであること。 

ｅ マンション建替法第４条第１項により定める「マンションの建替え等の円滑

化に関する基本的な方針」に留意すること。 
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② 適用地域及び敷地規模 

総合設計制度の適用を受けるには、計画建築物の敷地面積が次表（い）欄に掲

げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲げる数値以上であること。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 敷地面積の規模 

第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域 １，０００㎡
 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域

、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、準工

業地域、工業地域又は工業専用地域 

５００㎡
 

近隣商業地域又は商業地域 ３００㎡ 

 

③ 前面道路の幅員及び接道長 

計画建築物の敷地は、次表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲

げる数値以上の幅員の前面道路に接道すること。また、当該道路に敷地の外周の

長さの７分の１以上接しなければならない。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 道 路 幅 員 

第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域、

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域

、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域又は 

準工業地域 

６ｍ
 

近隣商業地域、商業地域、工業地域又は工業専用地域 ８ｍ 
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イ 公開空地等 

① 公開空地の定義 

公開空地は、次のａからｅまでのすべてに該当する空地又は空地の部分（空地

又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び空地の利便の向上

に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。 

なお、総合設計建築物の整備と一体的に計画配置される公園、広場等の空地で

次のａからｅまでのすべてに該当するもののうち、事業者の無償譲渡又は無償貸

付けに係るものであって、都市計画決定され、又は地方公共団体により管理され

るもの（以下「公共空地」という。）については、これを公開空地とみなす。 

ａ 歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動 

車が出入りする敷地内の通路を除く。）であること。 

ｂ 最小幅が３メートル以上のものであること。ただし、道路に沿って敷地全長 

（最小限必要な車路のみにより分断されているものは、敷地全長にわたって設

けられているものとみなす。）にわたって設けられ、かつ、歩道状公開空地と

なるものは、最小幅員（屋内にあるものは最小有効幅員）が１．５メートル以

上のものであること。 

ｃ 一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、 

敷地面積の１０分の１以上（次表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）

欄に掲げる数値を超えるときは、当該数値以上）、かつ、５０平方メートル以

上であること。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 一の公開空地の面積 

第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域 ３００㎡
 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地

域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、

準工業地域、工業地域又は工業専用地域 

２００㎡ 

近隣商業地域又は商業地域 １００㎡ 

ｄ 全周の８分の１以上が道路（歩道状公開空地を含む。）に接しているもので

あること。ただし、動線上無理のない通り抜け道路を設けたもので、歩行者の

出入りに支障がない場合は、この限りでない。 

ｅ 道路との高低差が、６メートル以内のものであること。ただし、駅舎のコン

コース、横断歩道橋等に連絡する場合等、歩行者の利便に供する場合はこの限

りでない。 
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② 公開空地に準ずる有効な空地 

敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行に専ら供される空

地及び空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池

等及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含

み、非常時以外において自動車が出入りする通路を除く。）で、次のａ又はｂに

該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、③に規定する公

開空地の有効面積に算入できるものとする。 

ａ 中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下 

「中庭等」という。）にあっては、建築物の居住者等のコミュニティ形成の場 

として活用される等適切な利用ができ、修景上良好に設計され、道路からの見 

通しが可能で、適切な規模（敷地面積の１０分の１以上（３００平方メートル 

を超えるときは、３００平方メートル以上）、かつ、１００平方メートル以上 

であること。）を有すること。 

 

ｂ 屋上にあっては、道路に面して設けられており、当該道路からの高さが１２ 

メートル以下、かつ、当該道路の幅員以下のものであって緑化を図るなど修景 

上良好に設計されているものであること。また、その面積については①のｃに 

規定する規模以上であること。 

 

③ 公開空地等の有効面積の算定 

ａ 公開空地等の有効公開空地面積は、次表に掲げる区分に従い、当該公開空地等又 

は公開空地等の部分の面積にイからヘまでに掲げる係数を乗じて算定するものと 

する。 

 区 分 係 数 

イ 

歩道状公開空地（幅が４メートルを超えるものにあっては、

幅が４メートル以内の部分に限る。） 

ただし、商業地域又は近隣商業地域（容積率が３００パーセ

ント以上のものに限る。）内において、歩道との段差がなく、

歩道と合わせた幅員が６メートル以上であり、かつ、隣地との

間に塀等の連続性を妨げる計画のないものについては、最大２

．５の範囲で右記より高い係数とすることができる。 

１．５ 

ロ 
面積が５００平方メートル以上で幅員６メートル以上の道路に

接する公開空地又は公開空地の部分（イに該当するものを除く。） 
１．２ 

ハ 

面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満で幅

員６メートル以上の道路に接する公開空地又は公開空地の部分

（イに該当するものを除く。） 

１．１ 
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ニ イ、ロ及びハ以外の公開空地又は公開空地の部分 １．０ 

ホ 中庭等（公開空地に準ずる有効な空地） ０．５ 

ヘ 屋上（公開空地に準ずる有効な空地） ０．３ 

 

b  次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部 

分の面積に a に規定する係数を乗じて得たものに、次表に掲げる区分に従い、 

イからニまでに掲げる係数を乗じて算定するものとする。 

 区 分 係 数 

イ 

公開空地の道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によって

妨げられるもの（道路の自動車交通量が著しく多い場合等公開空

地が道路に接しないことが当該公開空地の環境上好ましい場合

で、動線上無理のない通り抜け歩路を設けたものを除く。） 

０．５ 

ロ 

公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、そ

の屋上面）の高さが、当該公開空地に接している道路の路面の高

さと比べて１．５メートル以上高いもの又は３メートル以上低い

もの（地形上、道路から連続して高さが変化するもの及び駅舎の

コンコース、横断歩道橋等に連絡するもの等歩行者の利便に供す

るものを除く。） 

０．６ 

ハ 

ピロティ、アーケード等の建築物又は建築物の部分（以下「ピ

ロティ等」という。）によって覆われている公開空地（はり下（

はりがない場合には床版下。以下同じ。）１０メートル以上のも

の又は気象条件等のためピロティ等に覆われていることが公開

空地の環境を向上させるものを除く。） 

(ｲ) はり下５メートル以上 

(ﾛ) はり下２．５メートル以上５メートル未満 

 

 

 

 

 

０．８ 

０．６ 

ニ 

公開空地等の位置、意匠、形態等や公開空地等に面する建築物

又は建築物の部分の意匠、形態等が当該公開空地等の効用を増大

させ、市街地環境の整備改善に特に寄与すると認められるもの。 

１．２ 

 

ｃ 隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一の 

公開空地等とみなして、ａ及びｂの規定を適用することができるものとする。こ 

の場合において、ａ及びｂの規定中「当該公開空地等又は公開空地等の部分の面 

積」とあるのは「当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の部分の面積」と 

する。 
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＜解説＞ 

ａ 表中イの区分において、最大２．５の範囲で１．５より高い係数とできる地域を

市街地環境の整備の改善（歩行者の利便性の向上）を特に必要と認められる駅周辺

に限定しました。 

ｂ 表中ニの区分において、「市街地環境の整備改善に特に寄与する」ものについて

は、個別に判断を要しますが、以下の事例が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画道路や予定道路、都市施設等の築造による場合】 

計画建築物と一体的に築造する計画道路又は予定道路、都市施設等に接す

る公開空地等の部分。 

 【道路交差点部に公開空地等を設ける場合】 

道路交差点部に接する敷地で、その部分に見通しを確保するような形状の

公開空地等の部分。 

【特定施設による場合】 

次のいずれかに適合する特定施設を設けた計画建築物としていること。 

ア 自動車車庫等を設置する建築物 

市街地の適切な高度利用及び敷地内空地の確保と併せて、周辺の路上駐車や

駐輪を解消し、市街地環境の整備改善と道路交通の改善を図るため、まとまっ

た規模の一般公共の用に供される自動車車庫又は駐輪場を設置する建築物で、

茅ヶ崎駅周辺に位置するもの。 

イ 福祉施設等を設置する建築物 

周辺地域の福祉環境の向上に寄与し、バリアフリー法及びみんなのバリアフ

リー街づくり条例に適合する建築物で、保育所、地域育児センター、高齢者又

は障害者が地域で自立して生活していくために必要な支援施設などの福祉施

設等であるもの。この場合、市と協議するなかで周辺地域に不足すると市長が

認めた福祉施設等で、施設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められ

るものに限る。 

ウ 地域施設を設置する建築物 

周辺地域の防災や安全に寄与する施設、省資源に有効な供給処理施設、又は

地域の生活利便の向上に寄与する公益施設等を設置する建築物で、次に掲げる

各施設であるもの。この場合、各施設の内容に応じ必要性の高い地域で計画さ

れており、施設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められるものに限

る。 

ａ 市の支所 

ｂ 防災用備蓄倉庫 

ｃ 消防用水利施設 

ｄ 雨水貯留施設・中水道施設 

ｅ 地域冷暖房施設 

ｆ 鉄道施設の駅舎、開閉所及び変電所 

エ 文化・交流施設等を設置する建築物 

ホール、ギャラリー、集会場等で文化の振興や、都市型交流に寄与すると認

められる施設（不特定多数のものが自由に利用できる施設で、その用途に供す

る部分の床面積が２００平方メートル以上のもの。）を設置する建築物で、施

設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められるもの。 

【その他市長が必要と認めた場合】 

公共の福祉の増進に資する場合で、公益上やむを得ないと認められるもの。 



- 22 - 

 

 

ウ 容積率の割増し 

① 容積率の割増し 

許可による容積の割増しに当たって、計画建築物の延べ面積は基準容積率に従

い、次に掲げる方式によって得られる面積以下とすること。 

Ｖ＝Ａ×ｖ｛１＋（Ｓ／Ａ－０．１）×Ｋｉ×１．５×Ｋａ｝ 

Ａ ：敷地面積（公共空地がある場合はその面積を含む。） 

Ｓ ：有効公開空地面積の合計 

Ｖ ：割増し後の延べ面積 

ｖ ：基準容積率 

Ｋｉ：下表による割増係数 

基準容積率（ｖ） 割増係数（Ｋｉ） 

ｖ＜１０／１０ ２／３ 

１０／１０≦ｖ＜９０／１０ １／３＋（９－ｖ）×１／８×１／３ 

９０／１０≦ｖ １／３ 

Ｋａ：下表による割増係数 

用途地域 敷地面積（Ａ） 割増係数（Ｋａ） 

第１種中高層住居

専用住居地域 

第２種中高層住居

専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

５，０００㎡≦Ａ ２ 

Ａ＜５，０００㎡
 

 

上記以外の地域  １ 

※Ａｍｉｎ：２(1)ア表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄

に掲げる敷地面積の規模 

 

② 容積率の割増しの限度 

①に規定する容積の割増しを行うに当たっては、基準容積率に１．５を乗じた

ものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積と、当該容積率に１０分の２０を加え

たものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積の、いずれか小さいものを限度とす

る。 

 

１＋ 
  Ａ－Ａｍｉｎ   

５，０００－Ａｍｉｎ 
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③ 計画道路がある場合の取扱い 

公開空地が計画建築物の敷地のうち計画道路又は予定道路に係る部分の全部又

は一部にあり、かつ、①に掲げる式によって得られる割増し後の延べ面積（Ｖ）

を計画道路又は予定道路に係る部分の面積を除いた敷地面積で除した数値が、法

第５２条第１項に掲げる数値（建築物の敷地が当該数値の異なる地域又は区域の

２以上にわたる場合においては、当該地域又は区域の当該数値に、その敷地の当

該地域又は区域内にある各部分の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

をいい、以下「指定容積率」という。）を超える場合においては、当該計画建築

物の延べ面積は、①に掲げる式によって得られる面積以下であり、かつ、①の規

定中「敷地面積」とあるのは「敷地面積から計画道路又は予定道路に係る部分の

面積を除いた面積」と、「有効公開空地面積」とあるのは「有効公開空地面積か

ら計画道路又は予定道路に係る部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「基

準容積率」とあるのは「指定容積率」とそれぞれ読み替えて準用する②に掲げる

式によって得られる面積以下とすること。 

 

④ マンション建替型総合設計による容積率制限緩和の特例 

次のイからホまでに掲げるもの（ただし、公開空地等に該当するものを除く。）

の整備等を行う建築物について、①、②及び③の規定による容積率の割増しと合

わせて、１０分の１０を限度として、整備等に必要な部分の床面積の合計に相当

する特別の容積率の割増しを行うことができるものとし、特に誘導を図る必要が

あると認められる整備等については、相当する部分を超えて割増しを行うことが

できるものとする。なお、整備等に必要な部分の床面積の合計に相当する部分を

算定することが困難な場合は、原則として１０分の５、特に誘導を図る必要があ

ると認められる整備等については、１０分の１０を限度として、特別の容積率の

割増しを行うことができるものとする。 

イ 地域で活用できる防災備蓄倉庫の設置、地域のための防災広場、津波避

難ビルとして活用できるスペース等の整備 

ロ 地域に開放されたコミュニティ形成のための集会所、スペース等の整備 

ハ 保育所、幼稚園等の地域の子育て支援施設の整備 

ニ 地域包括ケア機能等の高齢者向け福祉施設、診療所等の医療施設の整備 

ホ その他、地域の状況に応じて市長が定める取組み 

なお、イからホまでに掲げる整備等に応じた容積率の割増しについては、これ

らの施設等が不足している又は不足するおそれがあることから、当該施設等の確

保が必要であると認められる場合に実施するものとする。 
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(3) 長期優良住宅型総合設計 

ア 基本的要件 

① 対象建築物及び許可方針等 

ａ 長期優良住宅法第５条第１項に基づく認定を取得した建築物であること。 

ｂ 認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の用に供する部分以外の部分の床面

積の合計が、基準容積率の算定の基礎となる延べ面積を超えないこと。 

ｃ 認定長期優良住宅建築等計画に基づき維持保全が行われるものであること。 

 

② 適用地域及び敷地規模 

総合設計制度の適用を受けるには、計画建築物の敷地面積が次表（い）欄に掲

げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲げる数値以上であること。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 敷地面積の規模 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域又は 

準工業地域 
５００㎡

 

近隣商業地域又は商業地域 ３００㎡ 

 

③ 前面道路の幅員及び接道長 

計画建築物の敷地は、次表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄に掲

げる数値以上の幅員の前面道路に接道すること。また、当該道路に敷地の外周の

長さの７分の１以上接しなければならない。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 道 路 幅 員 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域又は 

準工業地域 
６ｍ

 

近隣商業地域、商業地域 ８ｍ 
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イ 公開空地等 

① 公開空地の定義 

公開空地は、次のａからｅまでのすべてに該当する空地又は空地の部分（空地

又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び空地の利便の向上

に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。 

なお、総合設計建築物の整備と一体的に計画配置される公園、広場等の空地で

次のａからｅまでのすべてに該当するもののうち、事業者の無償譲渡又は無償貸

付けに係るものであって、都市計画決定され、又は地方公共団体により管理され

るもの（以下「公共空地」という。）については、これを公開空地とみなす。 

ａ 歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動 

車が出入りする敷地内の通路を除く。）であること。 

ｂ 最小幅が３メートル以上のものであること。ただし、道路に沿って敷地全長 

（最小限必要な車路のみにより分断されているものは、敷地全長にわたって設

けられているものとみなす。）にわたって設けられ、かつ、歩道状公開空地と

なるものは、最小幅員（屋内にあるものは最小有効幅員）が１．５メートル以

上のものであること。 

ｃ 一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、 

敷地面積の１０分の１以上（次表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）

欄に掲げる数値を超えるときは、当該数値以上）、かつ、５０平方メートル以

上であること。 

（い） （ろ） 

用 途 地 域 一の公開空地の面積 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域 

又は準工業地域 
２００㎡ 

近隣商業地域又は商業地域 １００㎡ 

ｄ 全周の８分の１以上が道路（歩道状公開空地を含む。）に接しているもので

あること。ただし、動線上無理のない通り抜け道路を設けたもので、歩行者の

出入りに支障がない場合は、この限りでない。 

ｅ 道路との高低差が、６メートル以内のものであること。ただし、駅舎のコン

コース、横断歩道橋等に連絡する場合等、歩行者の利便に供する場合はこの限

りでない。 
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② 公開空地に準ずる有効な空地 

敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行に専ら供される空

地及び空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池

等及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含

み、非常時以外において自動車が出入りする通路を除く。）で、次のａ又はｂに

該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、③に規定する公

開空地の有効面積に算入できるものとする。 

ａ 中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下 

「中庭等」という。）にあっては、建築物の居住者等のコミュニティ形成の場 

として活用される等適切な利用ができ、修景上良好に設計され、道路からの見 

通しが可能で、適切な規模（敷地面積の１０分の１以上（３００平方メートル 

を超えるときは、３００平方メートル以上）、かつ、１００平方メートル以上 

であること。）を有すること。 

 

ｂ 屋上にあっては、道路に面して設けられており、当該道路からの高さが１２ 

メートル以下、かつ、当該道路の幅員以下のものであって緑化を図るなど修景 

上良好に設計されているものであること。また、その面積については①のｃに 

規定する規模以上であること。 

 

③ 公開空地等の有効面積の算定 

ａ 公開空地等の有効公開空地面積は、次表に掲げる区分に従い、当該公開空地等又 

は公開空地等の部分の面積にイからヘまでに掲げる係数を乗じて算定するものと 

する。 

 区 分 係 数 

イ 

歩道状公開空地（幅が４メートルを超えるものにあっては、

幅が４メートル以内の部分に限る。） 

ただし、商業地域又は近隣商業地域（容積率が３００パーセ

ント以上のものに限る。）内において、歩道との段差がなく、

歩道と合わせた幅員が６メートル以上であり、かつ、隣地との

間に塀等の連続性を妨げる計画のないものについては、最大２

．５の範囲で右記より高い係数とすることができる。 

１．５ 

ロ 
面積が５００平方メートル以上で幅員６メートル以上の道路に

接する公開空地又は公開空地の部分（イに該当するものを除く。） 
１．２ 

ハ 

面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満で幅

員６メートル以上の道路に接する公開空地又は公開空地の部分

（イに該当するものを除く。） 

１．１ 
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ニ イ、ロ及びハ以外の公開空地又は公開空地の部分 １．０ 

ホ 中庭等（公開空地に準ずる有効な空地） ０．５ 

ヘ 屋上（公開空地に準ずる有効な空地） ０．３ 

 

b  次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部 

分の面積に a に規定する係数を乗じて得たものに、次表に掲げる区分に従い、 

イからニまでに掲げる係数を乗じて算定するものとする。 

 区 分 係 数 

イ 

公開空地の道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によって

妨げられるもの（道路の自動車交通量が著しく多い場合等公開空

地が道路に接しないことが当該公開空地の環境上好ましい場合

で、動線上無理のない通り抜け歩路を設けたものを除く。） 

０．５ 

ロ 

公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、そ

の屋上面）の高さが、当該公開空地に接している道路の路面の高

さと比べて１．５メートル以上高いもの又は３メートル以上低い

もの（地形上、道路から連続して高さが変化するもの及び駅舎の

コンコース、横断歩道橋等に連絡するもの等歩行者の利便に供す

るものを除く。） 

０．６ 

ハ 

ピロティ、アーケード等の建築物又は建築物の部分（以下「ピ

ロティ等」という。）によって覆われている公開空地（はり下（

はりがない場合には床版下。以下同じ。）１０メートル以上のも

の又は気象条件等のためピロティ等に覆われていることが公開

空地の環境を向上させるものを除く。） 

(ｲ) はり下５メートル以上 

(ﾛ) はり下２．５メートル以上５メートル未満 

 

 

 

 

 

０．８ 

０．６ 

ニ 

公開空地等の位置、意匠、形態等や公開空地等に面する建築物

又は建築物の部分の意匠、形態等が当該公開空地等の効用を増大

させ、市街地環境の整備改善に特に寄与すると認められるもの。 

１．２ 

 

ｃ 隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一の 

公開空地等とみなして、ａ及びｂの規定を適用することができるものとする。こ 

の場合において、ａ及びｂの規定中「当該公開空地等又は公開空地等の部分の面 

積」とあるのは「当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の部分の面積」と 

する。 
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＜解説＞ 

ａ 表中イの区分において、最大２．５の範囲で１．５より高い係数とできる地域を

市街地環境の整備の改善（歩行者の利便性の向上）を特に必要と認められる駅周辺

に限定しました。 

ｂ 表中ニの区分において、「市街地環境の整備改善に特に寄与する」ものについて

は、個別に判断を要しますが、以下の事例が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画道路や予定道路、都市施設等の築造による場合】 

計画建築物と一体的に築造する計画道路又は予定道路、都市施設等に接す

る公開空地等の部分。 

 【道路交差点部に公開空地等を設ける場合】 

道路交差点部に接する敷地で、その部分に見通しを確保するような形状の

公開空地等の部分。 

【特定施設による場合】 

次のいずれかに適合する特定施設を設けた計画建築物としていること。 

ア 自動車車庫等を設置する建築物 

市街地の適切な高度利用及び敷地内空地の確保と併せて、周辺の路上駐車や

駐輪を解消し、市街地環境の整備改善と道路交通の改善を図るため、まとまっ

た規模の一般公共の用に供される自動車車庫又は駐輪場を設置する建築物で、

茅ヶ崎駅周辺に位置するもの。 

イ 福祉施設等を設置する建築物 

周辺地域の福祉環境の向上に寄与し、バリアフリー法及びみんなのバリアフ

リー街づくり条例に適合する建築物で、保育所、地域育児センター、高齢者又

は障害者が地域で自立して生活していくために必要な支援施設などの福祉施

設等であるもの。この場合、市と協議するなかで周辺地域に不足すると市長が

認めた福祉施設等で、施設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められ

るものに限る。 

ウ 地域施設を設置する建築物 

周辺地域の防災や安全に寄与する施設、省資源に有効な供給処理施設、又は

地域の生活利便の向上に寄与する公益施設等を設置する建築物で、次に掲げる

各施設であるもの。この場合、各施設の内容に応じ必要性の高い地域で計画さ

れており、施設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められるものに限

る。 

ａ 市の支所 

ｂ 防災用備蓄倉庫 

ｃ 消防用水利施設 

ｄ 雨水貯留施設・中水道施設 

ｅ 地域冷暖房施設 

ｆ 鉄道施設の駅舎、開閉所及び変電所 

エ 文化・交流施設等を設置する建築物 

ホール、ギャラリー、集会場等で文化の振興や、都市型交流に寄与すると認

められる施設（不特定多数のものが自由に利用できる施設で、その用途に供す

る部分の床面積が２００平方メートル以上のもの。）を設置する建築物で、施

設の管理運営が将来に渡り適切に行われると認められるもの。 

【その他市長が必要と認めた場合】 

公共の福祉の増進に資する場合で、公益上やむを得ないと認められるもの。 
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ウ 容積率の割増し 

① 容積率の割増し 

許可による容積の割増しに当たって、計画建築物の延べ面積は基準容積率に従

い、次に掲げる方式によって得られる面積以下とすること。 

Ｖ＝Ａ×ｖ｛１＋（Ｓ／Ａ－０．１）×Ｋｉ×１．５×Ｐ×Ｋａ｝ 

Ａ ：敷地面積（公共空地がある場合はその面積を含む。） 

Ｓ ：有効公開空地面積の合計 

Ｖ ：割増し後の延べ面積 

ｖ ：基準容積率 

Ｋｉ：下表による割増係数 

基準容積率（ｖ） 割増係数（Ｋｉ） 

１０／１０≦ｖ＜９０／１０ １／３＋（９－ｖ）×１／８×１／３ 

９０／１０≦ｖ １／３ 

Ｐ ：認定長期優良住宅建築等計画に係る 

住宅の用に供する部分の床面積の合計／建築物の延べ面積 

Ｋａ：下表による割増係数 

用途地域 敷地面積（Ａ） 割増係数（Ｋａ） 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

５，０００㎡≦Ａ ２ 

Ａ＜５，０００㎡ 

 

※Ａｍｉｎ：２(1)ア表（い）欄に掲げる区分に応じて、同表（ろ）欄

に掲げる敷地面積の規模 

 

② 容積率の割増しの限度 

①に規定する容積の割増しを行うに当たっては、基準容積率に１．５を乗じた

ものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積と、当該容積率に１０分の２０を加え

たものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積の、いずれか小さいものを限度とす

る。 

 

 

③ 計画道路がある場合の取扱い 

公開空地が計画建築物の敷地のうち計画道路又は予定道路に係る部分の全部又

１＋ 
  Ａ－Ａｍｉｎ   

５，０００－Ａｍｉｎ 
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は一部にあり、かつ、①に掲げる式によって得られる割増し後の延べ面積（Ｖ）

を計画道路又は予定道路に係る部分の面積を除いた敷地面積で除した数値が、法

第５２条第１項に掲げる数値（建築物の敷地が当該数値の異なる地域又は区域の

２以上にわたる場合においては、当該地域又は区域の当該数値に、その敷地の当

該地域又は区域内にある各部分の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

をいい、以下「指定容積率」という。）を超える場合においては、当該計画建築

物の延べ面積は、①に掲げる式によって得られる面積以下であり、かつ、①の規

定中「敷地面積」とあるのは「敷地面積から計画道路又は予定道路に係る部分の

面積を除いた面積」と、「有効公開空地面積」とあるのは「有効公開空地面積か

ら計画道路又は予定道路に係る部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「基

準容積率」とあるのは「指定容積率」とそれぞれ読み替えて準用する②に掲げる

式によって得られる面積以下とすること。 

 

④ 長期優良住宅型総合設計による容積率制限緩和の特例 

次のイからホまでに掲げるもの（ただし、公開空地等に該当するものを除く。）

の整備等を行う建築物について、①、②及び③の規定による容積率の割増しと合

わせて、１０分の１０を限度として、整備等に必要な部分の床面積の合計に相当

する特別の容積率の割増しを行うことができるものとし、特に誘導を図る必要が

あると認められる整備等については、相当する部分を超えて割増しを行うことが

できるものとする。なお、整備等に必要な部分の床面積の合計に相当する部分を

算定することが困難な場合は、原則として１０分の５、特に誘導を図る必要があ

ると認められる整備等については、１０分の１０を限度として、特別の容積率の

割増しを行うことができるものとする。 

イ 地域で活用できる防災備蓄倉庫の設置、地域のための防災広場、津波避

難ビルとして活用できるスペース等の整備 

ロ 地域に開放されたコミュニティ形成のための集会所、スペース等の整備 

ハ 保育所、幼稚園等の地域の子育て支援施設の整備 

ニ 地域包括ケア機能等の高齢者向け福祉施設、診療所等の医療施設の整備 

ホ その他、地域の状況に応じて市長が定める取組み 

なお、イからホまでに掲げる整備等に応じた容積率の割増しについては、これ

らの施設等が不足している又は不足するおそれがあることから、当該施設等の確

保が必要であると認められる場合に実施するものとする。 
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３ 維持・管理 

(1) 公開空地等である旨の標示 

建築主は、公開空地等内の適当な場所に、当該公開空地等が法又は、マンション建

替法に基づいて設けられたものである旨を、様式１に規定する標示板により標示する

ものとする。また、２（２）ウ④及び２（３）ウ④の特例を受けた場合は、建築物又

は敷地内の適当な場所に、特例の適用を受けたものである旨を、標示板により標示す

るものとする。 

なお、標示板は、ステンレス鋼等の耐久性・耐候性に富み、かつ、容易に破損しな

い材質とし、堅固に固定したものとする。また、標示内容が不明になった場合や標示

板が破損した場合は、速やかに修復するものとする。 

 

(2) 公開空地等管理責任者の選任 

建築主は、公開空地等を設置する前に、当該公開空地等を一般に公開し、適正に維持

管理し、定期的に報告を行うことについて、誓約書を提出しなければならないものと

する。 

また、建築物の使用開始前までに公開空地等の管理責任者を市長に届け出るものと

し、管理責任者が変更になった場合も同様式により届出しなければならないものとす

る。 

 

(3) 公開空地等の維持・管理 

公開空地等の管理責任者は、公開空地等に係る図書等を保管するとともに、当該公

開空地等を有効、かつ、適切に維持・管理しなければならないものとし、その状況に

ついて、公開空地等管理報告書により、使用開始から３年ごとに市長に報告しなけれ

ばならないものとする。 

 

(4) 義務の承継 

建築主は、建築物又は敷地を譲渡あるいは貸与するときは、譲渡又は貸与をしよう

とする者に対し、当該公開空地等の維持・管理について（２）及び（３）に定める義

務を伴うものである旨を明示しなければならない。 

また、譲渡又は貸与を受けた者は、当該公開空地等の維持・管理に関する義務を継

承するものとする。 

 

(5) 公開空地等の変更 

ア 公開空地等の種別及び形態は、次に掲げる場合のほかは変更してはならない。 

① 周辺の市街地の状況の変化等により、その変更が望ましいと認められる場合 

② 建築物の利用状況の変化等により、その変更がやむを得ない場合で、かつ、当

該変更が本基準の範囲内であるとき 

イ アに掲げる変更をしようとする者は、あらかじめ公開空地変更申請書及び変更に

かかる公開空地計画図を提出し、特定行政庁の承認を受けなければならない。 
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第３ 附則     

 

附則 

（施行期日） 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準の施行前に改正前の基準により建築基準法第５９条の２第１項の規定に基づく

許可を受けた建築物において、増築又は改築する場合については、なお従前の例による。 

附則 

（施行期日） 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附則 

（施行期日） 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 
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